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出雲市農業委員会（第２期）第３７回総会 議事録 

 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和５年(2023)８月２５日（金） 午後１時２５分から午後３時１０分 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２２名） 

  石飛 政樹  松本 尚幸  原 孝治   河原 基   岡田 征記   

佐野 芳夫  松井 幸男  岡 正    水 壯     石飛 忠宏   

渡部 靖司  上野 正夫  天野 明浩  塩野 一男   板垣 房雄   

今岡 充   持田 守夫   江角 昭夫  伊藤 美樹  青木 敏男     

若槻 博美  遊木 龍治   

   

４ 欠席委員（２名） 

大梶 泰男  落合 光啓   

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第１２７号 会長専決処分の報告 

報第１２８号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第１２９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

⑵  議案審議 

議第２５０号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第２５１号 農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第２５２号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第２５３号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第２５４号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第２５５号 非農地証明について 

議第２５６号 出雲市農業基盤強化促進基本構想の変更に関する意見聴取について 

 

 会長あいさつ 
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６ 議事  

河原会長職務代理が議長を務め、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の

成立を宣する。 

署名委員に６番岡田征記委員、８番佐野芳夫委員を指名する。 

 

議  長   それでは、お手元にお配りした次第にしたがって進行いたします。報告事

項、報第１２７号会長専決処分の報告、報第１２８号農地法第１８条第６項

の規定による通知について、報第１２９号農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出について、を一括して報告します。 

       報第１２７号会長専決処分について、報告いたします。第３６回総会で承

認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴く案件、農地法第４条１

件、第５条３件については、島根県農業会議第８９回常設審議委員会に諮問

し、許可相当との答申をいただいております。そのため、常設審議委員会に

おける決定日の８月１０日付けで許可決定しております。以上、報告といた

します。 

 

議  長   続いて、報第１２８号農地法第１８条第６項の規定による通知について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１２８号 農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て説明します。農地の賃貸借の解約等は、原則的に県知事の許可が必要です

が、農地法第１８条第１項第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、

その農地の引渡しの期限前の６ヶ月以内に成立した旨が書面において明らか

な場合は契約終了の手続きができます。第３７回総会 報告事項の１ページ

から２ページをご覧ください。今月は受付番号５３番から６６番の１４件の

通知がありました。内訳としては、担い手による農地集積のためが１件、契

約内容の変更が２件、売買のためが２件、農地法第３条申請のためが３件、

借人の都合が１件、転用申請のためが５件、となっています。農地の引渡し

の時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面で確認しており、

県知事の許可を要しないものと考えます。以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１２９号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１２９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出につ
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いて、ご説明いたします。農地法第３条の３において、「相続」や、「時効取

得」などの、農地法の許可を要しない権利取得につきましては、権利を取得

した者は、農業委員会にその旨を届出しなければならないこととされていま

す。第３７回総会報告事項の３ページから１３ページをご覧ください。この

届出の先月受付分は、受付番号１０３番～１２１番までの１９件でした。権

利の取得事由は、１９件全てが「相続」によるものでした。市外在住の相続

人からの届出などについては、備考欄に記載しております。受付番号１０７

番、１０８番について、備考欄に、内公衆用道路、内山林と書いてあります

が、登記簿上にこのような表記で残っているため記載をしています。実際の

農地として使用される面積は、登記面積から備考欄に記載している面積を引

いたものになりますが、議案としては登記簿上の面積となります。受付番号

１０３番、１０４番、１１２番について、それぞれ備考欄に持分２分の１、

持分５分の１と書いてありますが、これは被相続人からそれぞれ２分の１、

５分の１の持分で、農地を相続されました。受付番号１０３番、１０４番、

１０８番、１０９番、１１１番は、あっせん希望がありましたので、それぞ

れ担当農業委員さんに相談をしています。なお、本届出の受理通知は、届出

書の到達があった日から４０日以内とされております関係上、８月９日付け

で通知を出しております。以上、報告といたします。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 

 

議  長   他にご質問はございませんか。 

 

議  長   質問は無いものと認めます。 

 

議  長   続いて、議第２５０号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画

の決定について、を議題といたします。農業振興課打田係長から内容につい

て、説明をお願いします。 

 

打田係長   それでは、議第２５０号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計

画の決定について』ご説明いたします。農業経営基盤強化促進法の規定によ

り、市は、農業委員会において「農用地利用集積計画」を決定していただく

こととなっておりますので、本案件の適否について、今総会でのご判断をお

願いいたします。それでは、８月３１日公告予定の集積計画の概要をご説明

いたします。 
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お手元の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。まず、賃借権の

設定についてです。２ページ上の【利用権設定合計】とあります表の「賃借

権」の行をご覧ください。設定の合計は７７筆、１５１，８９８㎡、うち新

規の設定が２５筆、３５，８８０㎡、再設定が５２筆、１１６，０１８㎡ で

す。この内訳につきましては、同じ２ページの【別表①】の表の「総計」の

欄の一番下の「合計」の欄をご覧ください。相対分はありません。中間管理

事業分の合計は、７７筆、１５１，８９８㎡となっており、すべて中間管理

事業一括方式分、となっております。 

 続きまして、使用貸借権の設定です。２ページ上の【利用権設定合計】と

あります表の「使用貸借権」の行をご覧ください。設定の合計は、３５筆、

３９，９８５㎡、うち新規の設定が１８筆、１９，８０７㎡、再設定が１７

筆、２０，１７８㎡です。この内訳につきましては、３ページの【別表②】

の「総計」の欄の一番下の「合計」の欄をご覧ください。相対分の合計が、

１筆、５８１㎡、中間管理事業分の合計が、３４筆、３９，４０４㎡となっ

ており、すべて中間管理事業一括方式分、となっております。 

 今月のすべての利用権設定の合計は、２ページ上の【利用権設定合計】の

表の「総計」欄の「合計」の行をご覧ください。１１２筆、１９１，８８３

㎡です。その他、詳細な設定内容につきましては、４ページ以降の各筆明細

でご確認ください。 

 また、今月は所有権の移転がございますので、ご説明いたします。２７ペ

ージの表と、２８ページの「総括表」を合わせてご覧ください。農業経営基

盤強化促進法の規定により、島根県が指定する農地中間管理機構である「公

益財団法人しまね農業振興公社」は、農地を所有者から買い入れ、中間保有

した後、担い手である農家へ売り渡します。この事業を活用して所有権移転

を行うと、農地の出し手、受け手ともに税制上の優遇措置を受けることがで

き、担い手への集積が効率的に促進されます。今月の所有権移転の合計は、

１４筆、２０，０５５㎡です。 

 以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合するとともに、

権利者及び利用権の設定等を受けた者が、経営農地のすべてを効率的に利用

し、必要な農作業に常時従事するものとして作成したものです。説明は、以

上でございます。 

 

議  長   それでは、議題となっています議第２５０号のうち、６件が農業委員関与

案件となります。そのうち、私の関与案件が６ページ２４９番となります。

つきましては、この案件を先議案件といたします。農業委員会等に関する法

律第３１条の規定により、排斥となりますので、この案件については、代理
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の議長を指名したいと思います。１７番板垣房雄委員にお願いしたいと思い

ます。 

 

臨時議長   議長から指名をいただきましたので、この案件について、議事進行を務め

させていただきます。それでは、先ほどお話がありましたとおり、農業委員

会等に関する法律第３１条の規定により、５番河原基委員が除斥となります。 

 

臨時議長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

臨時議長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５０号のう

ち５番河原基委員の関与案件１件の先議案件について承認される方の挙手を

求めます。 

 

臨時議長   挙手全員と認めます。よって、５番河原基委員の関与案件１件を承認しま

す。ここで河原委員の除斥を解除いたします。 

 

臨時議長   ５番河原基委員の関与案件１件の審議が終わりましたので、議長を交替し

たいと思います。 

 

議  長   板垣委員、円滑な議事進行をいただき、ありがとうございました。それで

は、引き続き、議事進行を行わせていただきます。 

 

議  長   次に、１６番塩野一男委員の関与案件が７ページの２５３番となります。

それでは、１６番塩野一男委員の関与案件１件を先議案件といたします。農

業委員会等に関する法律第３１条の規定により、１６番塩野一男委員が除斥

となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５０号のう

ち１６番塩野一男委員の関与案件１件の先議案件について承認される方の挙

手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、１６番塩野一男委員の関与案件１件を承認

します。ここで塩野委員の除斥を解除いたします。 
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議  長   次に、１０番岡正委員の関与案件が１３ページの２６６番、となります。

となります。それでは、１０番岡正委員の関与案件１件を先議案件といたし

ます。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により１０番岡正委員が除

斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５０号のう

ち１０番岡正委員の関与案件１件の先議案件について承認される方の挙手を

求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、１０番岡正委員の関与案件１件を承認しま

す。ここで岡委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   次に、２１番伊藤美樹委員の関与案件が１５ページの５００５番と１６ペ

ージの５００６番、となります。それでは、２１番伊藤美樹委員の関与案件

２件を先議案件といたします。農業委員会等に関する法律第３１条の規定に

より、２１番伊藤美樹委員が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５０号のう

ち２１番伊藤美樹委員の関与案件２件の先議案件について承認される方の挙

手を求めます 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、２１番伊藤美樹委員の関与案件２件を承認

します。ここで伊藤委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   次に、８番佐野芳夫委員の関与案件が２５ページの５０３４番、となりま

す。それでは、８番佐野芳夫委員の関与案件１件を先議案件といたします。

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、８番佐野芳夫委員が除斥

となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５０号のう
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ち８番佐野芳夫委員の関与案件１件の先議案件について承認される方の挙手

を求めます 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、８番佐野芳夫委員の関与案件１件を承認し

ます。ここで佐野委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続きまして、議第２５０号のうち、先ほどの先議案件５件を除くすべての

案件についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５０号のう

ち、先議案件５件を除くすべての案件について承認される方の挙手を求めま

す。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２５０号のうち、先議案件５件を除く

すべての案件について承認します。 

 

議  長   次に、議第２５１号農地法第３条の規定による許可の決定について、を議

題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、議第２５１号 農地法第３条の規定による許可の決定につい

て、ご説明いたします。第３７回総会議案の１ページの左側の欄をご覧く

ださい。今月は、所有権移転の申請が１７件ありました。個別の事案につ

いてご説明いたします。２ページから４ページをご覧ください。 

受付番号５４番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、近隣

居住予定者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が柿や

みかん、キウイを栽培される計画です。 

つづいて、受付番号５５番について説明します。譲渡人は、県外在住に

よる耕作不便のため、近隣居住予定者である受人に譲渡するものです。所

有権移転後は、受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号５６番について説明します。譲渡人は、県外在住に

よる耕作不便のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権

移転後は、受人が畑としてそばや小麦を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号５７番について説明します。譲渡人は、県外在住に

よる耕作不便のため、近隣の職場に勤務する受人に譲渡するものです。所
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有権移転後は、受人が野菜や、地元の保育園児に芋掘り体験をさせるため

の芋を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号５８番について説明します。譲渡人は、土地の交換

のため、近隣居住者で従来からの耕作者である受人に譲渡するものです。

所有権移転後は、受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号５９番について説明します。譲渡人は、平成３０年

に別段面積の適用により農地法第３条で当該農地を取得されました。しか

し、自身が県外で経営する観光事業の経営状態の悪化に加え、県外に住む

親族の介護が必要となり、出雲市での居住が困難となったことから、やむ

なく、近隣で外構、エクステリア、ガーデニングの仕事を手掛ける受人に

譲渡するものです。所有権移転後は、受人が花卉や果樹、観葉植物を栽培

される計画です。 

つづいて、受付番号６０番について説明します。譲渡人は、高齢による

労力不足のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転

後は、受人が柿を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号６１番について説明します。譲渡人は、規模縮小の

ため、近隣居住者で従来からの耕作者である受人に譲渡するものです。所

有権移転後は、受人がこれまで通り野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号６２番について説明します。譲渡人は、県外在住に

よる耕作不便のため、譲渡人の兄である受人に譲渡するものです。譲受人

は市外在住ですが、申請地の近隣にある実家に帰省しながら、毎週末、通

って耕作するとのことです。所有権移転後は、受人が野菜を栽培される計

画です。 

つづいて、受付番号６３番について説明します。譲渡人は、労力不足の

ため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人

が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号６４番について説明します。譲渡人は、労力不足の

ため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人

がそばを栽培される計画です。 

つづいて、受付番号６５番と６６番は関連があるため併せて説明します。

譲渡人は、高齢による労力不足のため、それぞれ譲渡人の息子と孫である

受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜や水稲を栽培される計画
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です。 

つづいて、受付番号６７番について説明します。譲渡人は、高齢による

労力不足のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転

後は、受人が隣接する自己所有地と一体的に野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号６８番について説明します。譲渡人は、県外在住に

よる耕作不便のため、譲渡人の親戚で近隣農地耕作者である受人に譲渡す

るものです。所有権移転後は、受人が隣接する自己所有地と一体的に野菜

を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号６９番について説明します。譲渡人は、遺言執行の

ため、遺言者の親戚である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受

人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号７０番について説明します。譲渡人は、労力不足の

ため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が水稲や野菜を栽培される計画です。 

以上、受付番号５４番から７０番については、５ページから７ページの

調査書に記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号不許可には該当

しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。説明は以上です。 

 

議  長   先ほど事務局から説明のありました案件についてご質問、ご意見はござ

いませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５１号につ

いて承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２５１号すべての案件について承認し

ます。 

 

議  長   次に、議第２５２号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認につい

て、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

後藤副主任  それでは、議第２５２号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認

について、ご説明いたします。第３７回総会議案の１ページをご覧ください。

今月は、９件の申請がありました。議案書は８ページから９ページ、説明資
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料は１ページから３ページ、参考資料は１ページから１６ページをご覧くだ

さい。議案書欄外左に丸印をつけている５件について、９月に開催予定の第

９０回常設審議委員会に諮問する予定です。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。議案書８ページの受付

番号２１番についてご説明いたします。説明資料は、１ページから３ページ

をご覧ください。荒茅町の畑１筆です。詳細な位置につきましては、２ペー

ジの案内図でご確認ください。転用目的は、庭園、駐車場、納屋及び離れ住

宅です。面積については、転用面積・事業面積ともに６８２．００㎡です。

申請地は、都市計画区域内のその他の地域になります。農地区分は、第１種

農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続」

に該当します。計画についてご説明いたします。計画者は、申請地の隣接地

に居住している個人です。この度、居住地に隣接する申請地を整備し、子の

離れ住宅 1 棟を建築する計画です。資金計画は、所要資金額２，４００万円

で、これに対する資金調達は、全額自己資金の計画です。証明書を確認して

います。なお、庭園、納屋及び駐車場については、平成３年頃から先代が利

用していたものです。今回、子の住宅を建築するにあたり確認をしたところ、

地目が畑であることがわかり、住宅に併せて申請を行うものです。 

今月は追認の案件が説明分を含めて７件ありますが、これらは全て６月に

行われた第３５回総会にて説明があった農用地区域からの除外の案件である

為詳細については省略いたします。申請は事後になりましたが、悪意はない

ものと判断しています。転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の

提出を受け、農地法に違反することのないよう指導しております。以上、受

付番号１７番から２５番については、農地法に規定する不許可の要件には該

当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２５２号農地法第４条

の規定による許可の決定及び承認について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第２５２号の全案件を許可相当とし、許可

の決定及び承認いたします。 

 

議  長   次に、議第２５３号農地法第５条の規定による許可の決定及び承認につい

て、及び関連がございますので、議第２５４号農地転用事業計画変更の決定

について、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いし
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ます。 

 

後藤副主任  議第２５３号について、ご説明いたします。議案書の１０ページから１６

ページ、説明資料の４ページから４２ページ、参考資料１７ページから８６

ページをご覧ください。今月は、所有権の移転が４０件、賃貸借権の設定が

３件、使用貸借権の設定が５件の合計４８件の申請がありました。議案書欄

外左に丸印をつけている２７件について、９月に開催予定の第９０回常設審

議委員会に諮問する予定です。それでは、個別の案件についてご説明いたし

ます。 

はじめに、議案書１０ページの受付番号８０番です。説明資料の４ページ

から６ページをご覧ください。転用場所は松寄下町の田２筆です。案内図は

５ページです。転用目的は、貸駐車場です。面積は、転用面積・所要面積と

もに１，０３６.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、

第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落

接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、市内

で不動産業を営む個人です。この度住宅地に隣接し駐車場の需要が高い申請

地を整備し、貸駐車場として利用する計画です。なお、申請地は現所有者が

昭和５９年頃から一部を北側に隣接する宅地の駐車場として利用していたも

のです。資金計画については、所要資金額が２，１００万円で、これに対す

る資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

次に、議案書１０ページ受付番号８２番です。説明資料７ページから９ペ

ージをご覧ください。転用場所は浜町の田１筆です。案内図は８ページです。

転用目的は、資材置場です。面積は、転用面積・所要面積ともに２，２３３

㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第２種農地です。

許可該当条項は、農地法施行規則第４５条第１号に規定する「街区形成」に

該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、市内で工事業

を営む法人です。この度、法人の事務所に近く利便性の高い申請地を整備し、

資材置場として利用する計画です。資金計画は、所要資金額が１，６６５万

円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認して

います。 

次に、議案書１０ページの受付番号８５番です。説明資料の１０ページか

ら１２ページをご覧ください。転用場所は里方町の田２筆です。案内図は、

１１ページです。転用目的は、駐車場です。面積は、転用面積・所要面積と

もに１，３４０.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、

第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３７条第１号の「収用

法該当事業」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、
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市内で学校を経営している法人です。この度学校に近く利便性の高い申請地

を整備し、駐車場として利用する計画です。この事業について収用法該当事

業と判断できるかどうかについては、事前に計画者側が県の担当課に確認し

ており、事務局からも直接県の担当課に収用法該当事業である旨を確認して

います。資金計画については、所要資金額が２，０６８万６千円で、これに

対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

次に、議案書１０ページの受付番号８６番です。説明資料の１３ページか

ら１５ページをご覧ください。転用場所は里方町の田１筆です。案内図は、

１４ページです。転用目的は、駐車場です。面積は、転用面積・所要面積と

もに１，４７１.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、

第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落

接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、市内

で土木・解体業を営んでいる法人です。この度、法人の近隣にある申請地を

整備し、資材置場として利用する計画です。資金計画については、所要資金

額が１，９４０万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、

証明を確認しています。 

次に、議案書１１ページの受付番号９１番です。説明資料の１６ページか

ら１８ページをご覧ください。転用場所は高岡町の田２筆です。案内図は、

１７ページです。転用目的は、事務所・駐車場です。面積は、転用面積・所

要面積ともに２，２９０.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農

地区分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４

号の「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業

者は、市内で水道・空調設備工事等の事業を行っている法人です。この度、

事業の拡大に伴い、法人に近く利便性のいい申請地を整備し、事務所及び駐

車場用地として利用する計画です。資金計画については、所要資金額が１億

４千万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確

認しています。 

次に、議案書１２ページの受付番号９４番です。説明資料の１９ページか

ら２１ページをご覧ください。転用場所は高岡町の田５筆です。案内図は、

２０ページです。転用目的は、貸集合住宅です。面積は、転用面積・所要面

積ともに１，４０３.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第４５条第１号の

「街区形成」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、

市内で不動産業を営んでいる法人です。この度、利便性が高い申請地を整備

し、賃貸用アパートを２棟建築する計画です。資金計画については、所要資

金額が１億９，８００万円で、これに対する資金調達は全額借入金の計画で
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あり、融資証明を確認しています。 

次に、議案書１２ページの受付番号９６番です。説明資料の２２ページか

ら２４ページをご覧ください。転用場所は高岡町の田２筆です。案内図は、

２３ページです。転用目的は、貸集合住宅です。面積は、転用面積・所要面

積ともに１，４８９.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の

「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、

市内でアパート経営を行っている個人です。この度、住宅需要の高い申請地

を整備し、アパート２棟を建築する計画です。資金計画については、所要資

金額が２億３，１６７万円で、これに対する資金調達は自己資金が６１７万

円、借入金が２億２，５５０万円の計画であり、証明を確認しています。 

次に、議案書１２ページの受付番号９８番です。説明資料の２５ページか

ら２７ページをご覧ください。転用場所は芦渡町の田１筆です。案内図は、

２６ページです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積

ともに３，３８９.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分

は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集

落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、宅

地建物取引業を営んでいる法人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、

建売分譲地を１２区画造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画につ

いては、所要資金額が１億７，５００万円で、これに対する資金調達は全額

借入金の計画であり、融資証明を確認しています。 

次に、議案書１２ページの受付番号１００番です。説明資料の２８ページ

から３０ページをご覧ください。転用場所は下古志町の田１筆です。案内図

は２９ページです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面

積ともに２，４０１.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の

「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、

市内で宅地建物取引業を営んでいる法人です。この度、利便性の高い申請地

を整備し、建売分譲地を９区画造成し、個人住宅を建築する計画です。資金

計画については、所要資金額が１億７，８００万円で、これに対する資金調

達は全額借入金の計画であり、融資証明を確認しています。 

次に、議案書１３ページの受付番号１０２番です。説明資料の３１ページ

から３３ページをご覧ください。転用場所は神門町の田１筆です。案内図は

３２ページです。転用目的は、貸集合住宅です。面積は、転用面積・所要面

積ともに１，３６５.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３７条第１号の
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「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、

市内で建物の賃貸業を営んでいる個人です。この度、利便性の高い申請地を

整備し、共同住宅１棟を建築する計画です。資金計画については、所要資金

額が１億８，９００万円で、これに対する資金調達は全額借入金の計画であ

り、融資証明を確認しています。 

次に、議案書１３ページの受付番号１０８番です。説明資料の３４ページ

から３６ページをご覧ください。転用場所は佐田町一窪田の畑１筆です。案

内図は３５ページです。転用目的は、グランピング広場です。面積は、転用

面積・所要面積ともに３，０２８.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転

です。農地区分は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法第５条第２項

第２号の「非改良」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事

業者は、飯の原農村公園の運営を行っている法人です。この度、地域づくり

の一環として農村公園及び神戸川に近い申請地を整備し、グランピング広場

として利用する計画です。なお、カヌー格納庫は平成３０年頃から利用して

います。顛末書を確認しています。資金計画については所要資金額が２５０

万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認し

ています。 

次に、議案書１５ページの受付番号１１９番です。説明資料の３７ページ

から３９ページをご覧ください。転用場所は西谷町の田１筆、畑１筆です。

案内図は３８ページです。転用目的は、ペットの斎場・供養霊園用地です。

面積は、転用面積・所要面積ともに２，８０２.００㎡です。権利の種類は、

賃貸借権の設定です。農地区分は、第２種農地です。許可該当条項は、農地

法第５条第２項第２号の「非改良」に該当します。事業計画についてご説明

いたします。事業者は、宗教法人の代表を務める者を代表とする法人です。

この度、宗教法人が管理する寺に近い申請地を貸借し、ペットの斎場・供養

霊園用地として利用する計画です。なお、災害残土などからの復旧が困難で

あることを理由に平成２６年頃から申請用途での利用を行っています。顛末

書を確認しています。資金計画については、事業実施済みであるため所要資

金額が３万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明

を確認しています。 

次に、議案書１５ページの受付番号１２０番です。説明資料の４０ページ

から４２ページをご覧ください。転用場所は佐田町大呂の田１筆です。案内

図は４１ページです。転用目的は、資材置場です。面積は、転用面積・所要

面積ともに７０４.００㎡です。権利の種類は、賃貸借権の設定です。農地区

分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の

「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、
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市内で造園工事業を営んでいる法人です。この度、既存事務所に隣接してい

る申請地を貸借し、資材置場として利用する計画です。なお、平成１２年頃

から申請用途での利用を行っています。顛末書を確認しています。資金計画

については、事業実施済みであるため所要資金額が２４万円で、これに対す

る資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

追認案件については、申請が事後になりましたが、悪意はないものと判断

しています。転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を受け、

農地法に違反することのないよう指導しております。その他の案件について

は、議案書及び参考資料でご確認くださいますようお願いいたします。 

       つづいて、議第２５４号について、ご説明いたします。今月は、所有権移

転が１件の合計１件の申請がありました。今月は９月に開催予定の第９０回

常設審議委員会に諮問する予定はありません。議案書は１７ページ、参考資

料は２５ページから２６ページになりますが、さきほど議第２５３号で説明

しておりますので、単独での説明案件はございません。 

以上、議第２５３号の４８件及び議第２５４号の１件については、いずれ

も農地法に規定する不許可・不承認の要件には該当しないものと認められま

す。説明は以上です。 

 

議  長   先ほど事務局から説明のありました案件についてご質問、ご意見はござい

ませんか。 

 

水委員    議席番号１１番の水です。先ほどの説明の第２３５号の１１９と１２０で、

「申請用途での利用」という説明がありましたが、これはどういったことな

のか教えてください。 

 

後藤副主任  第２３５号の１１９と１２０につきましては、追認案件で手続きを行わな

いまま使っておられたもので、今回除外の案件でもありますが、手続きを行

って現在の用途どおりの地目の変更するために、事後にはなりましたが手続

きを行われたものです。 

 

水委員    追認案件は「申請用途」と説明されていますか。今までもそうでしたか。 

 

後藤副主任  説明の際、「申請用途」と説明させていただきました。資料には「追認」と

記載させていただいています。 

 

水委員    今までの説明の中では「申請用途」という説明はなかったもので、今回初
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めて聞いた言葉だなと思いました。 

 

後藤副主任  私自身、以前には使っていない言葉だと思います。 

 

水委員    資料で、「追認案件」と書いてあるものと「追認」と書いてあるものとあり

ますが、違いがありますか。 

 

後藤副主任  同じものになります。 

 

議  長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第２５３号及び

議第２５４号についてについて承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２５３号を許可相当とし、許可決定及

び承認いたします。また、議第２５４号を決定いたします。 

 

議  長   それでは、議第２５５号非農地証明について、を議題といたします。事務

局から内容について、説明をお願いします。 

 

高木行政専門員  それでは議第２５５号、非農地証明の申請について説明します。議案

書の１８ページから１９ページ及び説明資料４３ページから５１ページを

ご覧ください。今月は３件の申請がありました。 

受付番号１３番について説明いたします。申請地については議案書１８

ページに載せております。また説明資料の４３ページの位置図及び付近案

内図で申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料４４ページ

から４５ページの現況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされ

ず、樹木が生い茂って山林及び原野の状態となっています。現地確認は８

月８日に塩野農業委員、西尾推進委員、事務局職員で行っています。 

次に、受付番号１４番について説明いたします。申請地については議案

書１８ページから１９ページに載せております。また説明資料の４６ペー

ジの位置図及び付近案内図で申請場所をご確認ください。詳細については、

説明資料４７ページから４９ページの現況写真をご確認ください。申請地

９筆中の３筆は現況墓地ですが、申請人からの聞き取り、墓石の年代等か

ら「農地法が施行された日、昭和２７年１０月２日以前に非農地であった

土地」該当し農地法２条に規定する農地以外のものであるとして非農地証
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明の対象となるものと考えます。なお、墓地の取扱いについては、法務局、

環境政策課と協議をされています。他の６筆については長期間耕作をされ

ず、樹木が生い茂って山林の状態となっています。現地確認は８月７日に

河原農業委員、金築推進委員、事務局職員で行っています。 

受付番号１５番について説明いたします。申請地については議案書１９

ページに載せております。また説明資料の５０ページの位置図及び付近案

内図で申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料５１ページ

の現況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず、樹木が生い

茂って山林の状態となっています。現地確認は８月７日に石飛農業委員、

岸推進委員、事務局職員で行っています。 

墓地を除く３件の申請地は、農業的利用を図るための条件整備の予定は

ありません。よって本案件は、非農地証明基準の「やむを得ない事情によ

って長期間耕作放棄した土地で、その土地の周囲の状況からみて農地に復

元しても継続して利用することができないと認められる場合」に該当し、

農地法第２条に規定する農地以外のものであるとして非農地証明の対象と

なるものと考えます。説明は以上です。 

 

議  長   先ほど事務局から説明があった案件につきまして、私の案件からお話しさ

せていただきます。三津町の案件につきましては、私が生まれる前からお墓

だった場所でして、農地法の施行前からやってあったようであります。その

周りも以前は畑だったようですが、非農地証明の対象ということで確認した

ところです。以上です。 

 

議  長   塩野委員さんいかがですか。 

 

塩野委員   議席番号１７番の塩野です。この野尻町の農地ですが、西尾推進委員さん

事務局と３名で現地確認を行いましたが、写真のとおり、山林と一体化した

ような農地でした。やむなしという結果になりました。 

 

議  長   石飛忠宏委員さんいかがですか。 

 

石飛忠宏委員   議席番号１２番の石飛です。事務局の説明のとおりで、補足はありま

せん。以上です。 

 

議  長   事務局及び担当農業委員から説明がありましたが、ご質問、ご意見はござ

いませんか。 
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議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第２５５号非農地証明に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手多数と認めます。よって、議第２５５号非農地証明について、を承認

いたします。 

 

議  長   次に、議第２５６号出雲市農業経営基盤強化促進基本構想の変更に関する

意見聴取について、を議題といたします。農業支援センター原センター長か

ら内容について、説明をお願いします。 

 

原センター長 事前に「出雲市農業経営基盤強化促進基本構想」と「出雲市農業経営基盤

強化促進基本構想（別表）」という２種類の冊子をお配りしておりますが、本

日お配りした抜粋した資料「出雲市農業経営基盤強化促進基本構想の変更に

ついて」という資料を基に説明させていただきます。 

出雲市農業経営基盤強化促進基本構想の変更については、農業経営基盤強

化促進法第２条の規定により、農業委員会の意見を聞くことになっています

ので、この総会において、変更内容について、説明させていただきます。 

１番の変更理由については、令和５年４月の農業経営基盤強化促進法の一

部改正及び島根県農業経営基盤強化促進基本方針の変更に伴いまして、この

度出雲市の農業経営基盤強化促進基本構想を変更するものです。 

２番目の主な変更点としては、資料に掲げてありますとおり、５つござい

ます。１つめは「農業を担う者の確保及び育成に関する事項」が追加になっ

たことに伴う変更です。２つめが「農用地の効率的かつ総合的な利用に関す

る事項」の追加に伴い、関係部分を変更するものです。３つめが、「地域計画

推進事業」の創設に伴い、該当部分を変更するものです。４つめに、「利用権

設定等促進事業」の廃止に伴い、該当部分を削除するものです。５つめに「農

用地利用促進集積円滑化事業」の廃止に伴い、該当部分を削除するものです。 

続いて３番目、各項に要旨については、先ほど言った５つの変更内容を含

めて、各項の要旨について説明します。 

第１、農業経営基盤の強化の促進に関する目標についてですが、１番、本

市農業のめざすべき方向ということで、持続可能で活力ある農業・農村を実

現するため、農地の生産性を上げ、意欲のある担い手が生産の中心を占める
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農業構造を実現していく必要がある。加えて地域の実情に応じた新規就農者

の確保・育成が急務である。次代を担う若い世代に魅力を感じてもらえる産

業としての農業振興と、農村環境の維持・保全の両面を見据えた施策展開を

図ることが重要であるとしています。 

２番目の担い手育成に関する基本的方向については、効率的かつ安定的な

農業経営の育成を基本としつつ、産地づくりと一体となった担い手づくりや、

地域が必要とする多様な担い手の育成を図るということで、新規自営就農者

の確保及び育成、認定農業者の育成、集落営農の育成、地域が必要とする多

様な担い手の確保・育成という項目で記載をしています。 

続いて第２の項目といたしまして、農業経営の規模、生産方式、経営管理

の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業

経営の指標でございますが、（１）効率的かつ安定的な農業経営の基本的水準

ということで、いわゆるこれが認定農業者の認定要件になる指標になります。

年間所得概ね４００万円、年間労働時間概ね２，０００時間としており、こ

れは県の基本方針にある指標と同様かつ、前回からの変更はありません。（２）

効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標ということで、「出雲市農業経営基

盤強化促進基本構想（別表）」に掲げています２６経営類型について、掲げて

います。市内には、これ以外の経営類型や認定農業者も多数おられますが、

主な経営の類型ということで、ここに掲げている２６類型を選んで挙げてい

ます。 

続いて、第２の２農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事

の態様等に関する営農の類型ごとの新たに営農経営を営もうとする青年等が

目標とすべき農業経営の指標ということで、これはいわゆる認定新規就農者

として、就農される方の計画の目標になるものです。年間所得概ね２８０万

円、年間労働時間概ね２，０００時間としまして、認定農業者の指標と同様

に、県の基本方針と同様、そして、前回の指標と同様としています。 

第３、第２及び第２の２に掲げる事項のほか、農業経営を担う者の確保及

び育成に関する事項ということで、これが今回追加になった項目です。１番

目、農業を担う者の確保及び育成の考え方としては、本市農業の維持・発展

に必要となる効率的かつ安定的な経営を育成するため、生産方式の高度化や

経営管理の合理化に対応した高い技術を有した人材の確保・育成に取り組む。

このため、認定農業者制度、認定新規就農者制度及びそれらの認定を受けた
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者に対する各種支援制度を活用するとともに、関係機関等が連携して研修・

指導や相談等に取り組むとしています。２番目、市が主体的に行う取組とし

て、本市は、新たに農業経営を始めようとする青年等が、基本構想に基づく

青年等就農計画を作成し、青年等就農資金、新規就農者育成総合対策等の国

による支援策や県による新規就農者関連の支援策を効果的に活用しながら、

出雲農業未来の懸け橋事業や新出雲農業チャレンジ事業の独自支援も組み合

わせ、確実な定着、経営発展できるよう、青年等就農計画の実施状況を点検

し、栽培技術指導、経営指導等の必要なフォローアップを行う。これらのサ

ポートを一元的に行うため、市、県出雲農業部、ＪＡ、研修受入経営体等の

関係機関で構成する「サポートチーム」を設置し、農業を担う者の受け入れ

から定着まで必要となるサポートを一元的に実施できる体制を構築するとし

ています。３番目の関係機関との連携・役割分担の考え方については、本市

は、県、農業委員会、ＪＡ、県立農業大学校等の関係機関と連携しつつ、市

が全体的な管理・推進を行いながら、就農希望者への情報提供や相談対応、

研修の実施、農用地や農業用機械等のあっせん・確保・就農後の定着に向け

たサポート等を行うとしています。４番目、就農等希望者のマッチング及び

農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供ですが、本市は、農

業再生協議会、県出雲農業部及びＪＡと連携して、区域内における作付け品

目ごとの就農受入体制、研修内容、就農後の農業経営・収入・生活のイメー

ジ等、就農希望者が必要とする情報を収集・整理し、県及び島根県青年農業

者育成センターである県農業振興公社へ情報提供するとしています。 

続いて、第４ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者等に対する農用地の

利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事

項です。１番目の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利

用の集積に関する目標ですが、集積率の目標を概ね６７％としています。こ

れについても、県の基本方針の目標指標と同様としています。続いて２のそ

の他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項ですが、これも今回追加

になった項目です。地域計画の策定を通じ、市、農業委員会、農地中間管理

機構、ＪＡ、斐川町農業公社、地区担い手育成支援協議会等の関係機関が連

携し、地域の合意形成を図りながら、面としてまとまった形での農用地の集

約化を進めることにより、団地面積の増加を図るとともに、担い手への農用

地の集積を加速していくとしています。 
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続いて、第５農業経営基盤強化促進事業に関する事項です。１番目、基盤

法第１８条第１項の協議の場の設置の方法、第１９条第１項に規定する地域

計画の区域の基準その他第４条第３項第１号に掲げる事業に関する事項につ

いても、今回新規で追加になった項目です。協議の場では、当該地域におけ

る農業の将来の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域、その他農

用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について話合いを行

うこととし、目指すべき将来の農用地利用の姿である目標地図を明確にする。

地域計画の策定に当たって、県、農業委員会、地区担い手育成支援協議会、

農地中間管理機構、県出雲農業部、農業協同組合、斐川町農業公社、土地改

良区等の関係機関と連携しながら、協議の場の設置から地域計画の公表に至

るまで、適切な進捗管理を行うこととし、地域計画に基づいて利用権の設定

等が行われているか進捗管理を毎年実施するとしています。続いて、２農地

中間管理機構が行う農地中間管理事業及び特例事業の実施に関する事項です。

市は、農地中間管理事業を行う農地中間管理機構との連携のもとに、普及啓

発活動等を行うことによって農地中間管理事業等の促進を図るとしています。

続いて、３農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる

区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項です。市は、

地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う自主

的努力を助長するため、地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用

改善事業の実施を促進するものとするとしています。続いて、農業協同組合

が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実

施の促進に関する事項等についてです。地域計画の実現に当たっては、担い

手が受けきれない農用地について適切に管理し、将来的に担い手に引き継ぐ

ことが重要であるため、農作業の受委託を促進するための環境の整備を図る

としています。４番目農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進そ

の他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項等についてです。

地域計画の実現に当たっては、担い手が受けきれない農用地について適切に

管理し、将来的に担い手に引き継ぐことが重要であるため、農作業の受委託

を促進するための環境の整備を図るとしています。 

施行期日については、今回農業委員会に意見を伺うのと同時に、法律の方

でＪＡの出雲地区本部、斐川地区本部にも意見を照会しています。その後島

根県知事との本協議を経て、予定では、令和５年９月３０日の施行としてい
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ます。以上説明とさせていただきます。 

 

議  長   先ほど農業支援センター原センター長から説明のありました案件につ

いてご質問、ご意見はございませんか。 

 

江角委員   議席番号２０番の江角です。この基本構想は、出雲市の全体の農業の振

興計画の中でどういった位置づけになっていますか。この基本構想が農業

者にとって、どうあるべきものなのか、出雲市にとってどうなのかという

ところを考える上での全体の計画の全容を明らかにしていただきたい。本

日でなくても構いませんので、示していただきたい。 

 

原センター長 法律に基づいて市が作成するものが、いくつかある訳ですが、この基本

構想は、担い手いわゆる新規就農者、認定農業者に向けての計画になって

います。上下関係というよりは、横並びでそれぞれの整合性をとって、出

雲市全体の農業の方向性は一致させるようにしており、この基本方針が上

位にあるということではありません。そのあたりを整理して皆様にお示し

したいと思います。 

 

江角委員   是非それらを明らかにしていただいて、みなさんが納得できる計画でな

いとせっかくいいものを作っても、作っただけのものになると思いますの

で、その点準備をお願いいたします。 

 

議  長   燃える農業を目指していただきたいと思います。個人的なやり方と営農組

合方式の大型農家とかいろいろとパターンがあるかと思いますので、そのパ

ターンに応じた支援をお願いしたいと思っています。燃料も高騰しています。

燃料費の助成もお願いしませんと、近くに移動するだけで、１日の日当がな

くなってしまう状況ではいけません。電気代も上がっていますので、そうい

った支援をしっかりとしていただきたいと思います。また、草刈り等の支援

もお願いしたいと思います。そういった状況もこの基本構想に当てはめてい

ただきまして、みんなでやっていかないといけないと思っています。原セン

ター長よろしいですか。 
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原センター長 先ほど新規の就農者とか認定農業者、認定農業者には個人の方や法人を組

織していらっしゃる団体もありますが、今までそういった方が中核的な農業

者でしたが、この度の改正では、地域ごとの多様な担い手といいまして、小

規模な担い手等も地域にとって必要であるという視点をこの基本構想に入っ

ていますし、農業経営基盤強化促進法にもうたわれている点を説明に付け加

えさせていただきます。 

 

議  長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

今岡委員   議席番号１８番の今岡です。一番最後の説明で、ＪＡの関係ですが、担

い手が受けきれない農用地について、適切に管理し、将来的に担い手に引

き継ぐことが重要だとご説明があり、まさしくそのとおりだと思いますが、

説明では、環境の整備を図るということですが、このことは、本編の１５

ページの（１）に記載してありますが、担い手が見つからない農地につい

ては、どういう形で保っていくのかというときに、机の上での話し合いで

こなせる部分もあるかとは思いますが、日数が経てば農地自体は耕作が難

しくなっていき、草が生え、木がはえるような状況になるかと思います。

農地の管理をどうやっていくのか、環境の整備を図る中で、その間の現実

の農地の管理に関する考え方をご説明いただきたい。 

 

原センター長 この基本構想は、具体的な内容を記するのものではなく、施策の中に反

映していくものだと思っています。実際に作業委託を受ける団体が出雲で

はあまりない中で、今後受託する団体を育成していく必要があると思って

います。しかし、具体的な内容は、この構想には書ききれていないところ

があります。一方で、この構想の中で、地域計画を策定していく中で、地

域との話し合いの場を設けることとしています。そういった中で、課題を

具体的解決に結びつけていくように今後考えていくという段階でござい

まして、この構想には、具体的な内容を書いていない状況であることをご

理解いただきたいと思います。 

 

今岡委員   これからますます中山間地域においては、耕作が難しい地域を中心に受

け手を求めるという傾向が強まると思います。それをこなすためには、精
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神論も大切ですが、現実には、ほっておけば荒れてしまいます。どういう

手法ももって耕作に結びつけていくかという、現場対応という面も併せて

考えていただきたいと思います。 

 

原センター長 この構想の中でも利用権設定し、担い手さんに全て管理してもらうとい

う方法もありますが、それでは、担い手も受けきれないところがあります。

そういった中で、作業委託もひとつの手法だと考え、構想に載せています。

だだ、具体にどうやっていくのかということは、おっしゃるとおりですの

で、今後考えていきたいと思います。 

 

議  長   持田委員どうぞ。 

 

持田委員   議席番号１９番の持田です。細かいことになりますが、３ページの市が

主体的に行う取組で、サポートチームを設置するとあります。その構成員

に農業委員の記載がありません。３の関係機関との連携の中では、農業委

員会の記載があります。この部分だけみると、農業委員は常に関わらなく

てもいいのか思いますが、そのあたりのお考えをお聞かせいただければと

思います。 

 

原センター長 具体的には、認定新規就農計画を作るところから、実行し、ひとり立ち

するまで、定期的に連絡会議を行いながらやっています。そのチームの構

成員を記載しているところです。ただ、おっしゃるとおりで、就農までの

ところで、農地のあっせん、農地がないと就農できない訳ですので、受け

入れ農家さん中心にはなりますが、地元の農業委員さんの情報も活用して

やっていかないといけないということで、関係団体との連携という項目に

整理させていただいています。新規就農には農地が重要ですので、そうい

った面でも農業委員さんへの期待は大きく、お力をお借りしたいと思って

います。 

 

議  長   本日は、多伎のいちじくが初出荷の日でございます。このことはテレビ

でＰＲされています。いちじくは栄養価値が非常に良いく夏バテには非常

に良いという事が放送されていました。 



25 

 

       みなさま方から出た意見を次の施策に活かされることを期待し、この議

２５６号の議題について承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第２５６号について承認し、異議なしと

して市長に回答いたします。原センター長よろしくお願いいたします。 

 

原センター長 ありがとうございました。本日いただいたご意見を参考に中身のある事業

にしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

議  長   予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後３時１０分 
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